
これからの取り組み 



団地造成の基本方針 



Ⅰ．現状の市街地を放置したら… ●高台移転地における土地利用概念図（予定） 

注）住宅地には災害公営住宅を含む 



・造成勾配は、原則として南側方向に緩傾斜と 
 します。 
・宅地は道路面よりも高くします。 
・道路と宅地、宅地と宅地の高低差は、土羽打 
 ち法面となります。   

●高台移転地の造成イメージ 
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●嵩上げ住宅地の土地利用概念図（予定） 
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●嵩上げ住宅地の造成イメージ 

津波により浸水しない高さまで嵩上げ   



Ⅰ．現状の市街地を放置したら… ●道路 

区画道路は原則として5.0m程度 



●上水道 

計画道路に布設した水道管に既設水道管を接続 
第１止水栓まで整備し、敷地内の布設費用は 
個人負担 

宮古市敷設 個人で敷設 



開発区域面積の３％以上 

●公園 

●汚水処理 

集合または戸別方式での汚水処理（合併浄化

槽）を検討 



●調整池 

●集会所 

集会所が必要な場合は用地については漁集事業

で対応可能です。 

●災害公営住宅 

希望者に対して災害公営住宅を整備 

造成により増大する雨水の流出量を調整するた

めの調整池を設置 



 （1）高台移転地区 
   ・開発区域面積    約 1.9ha 

   ・宅地面積      約 1.2ha 

     移転住宅    11戸 

    （最大で1戸あたり平均約250坪が移転住宅地の面積） 

  （2）嵩上げ地区 
   ・宅地面積      約 1,400㎡ 

   ・移転住宅     2戸  

  （3）分譲参考価格 
   ・参考価格 約13,000円～15,000円/坪 

  正式な分譲価格は造成後鑑定評価され決定 

●移転先の宅地面積と分譲参考価格 



高台移転地の土地について 



●高台移転地の状況 

【埋蔵文化財】 
・地権者との協議が整い次第、試掘調査開始 

【保安林・地域森林計画対象民有林】 
・一部が土砂流出防備保安林に指定。  

・市で部分解除の手続きを行う。 

【現在までの高台移転地権者との交渉状況】 
・地権者に対しては事業の協力について交渉  

・土地の立ち入りについては了解済のため今  

 後境界立会を行い、地権者に対して用地買  

 収交渉を進めます。 



関連事業について 



●がけ地近接等危険住宅移転事業（がけ近） 

・災害危険区域に指定された区域が対象 

・津波災害等のおそれのある土地からの住宅移 

 転を支援 

・住宅の建設（購入）に要する借用資金の借入 

 金利子に相当する費用の補助 

補助内容（金額は上限） 

・移転費補助：７８万円（除去等費） 

・住宅建設費補助（利子補給）：７０８万円 

（住宅４４４万円、土地２６４万円） 



●住宅再建制度 

加算支援金（被災者生活再建支援制度） 
・全壊・大規模半壊（住宅滅失又はやむを得ず 
 解体した住居又は居住不能になった住宅の新 
 築）⇒最大２００万円 

被災者住宅再建事業 

・自宅を建設又は購入し、加算支援金（建設・ 
 購入）を受給した方 
・全壊・大規模半壊（住宅滅失又はやむを得ず 
 解体した住居又は居住不能になった住宅の新 
 築） 
⇒最大１００万円 




